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船舶事故調査報告書 

                               

令和元年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                          委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                          委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月２１日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市志賀
し か の

島西方沖 

 弘
ひろ

港西防波堤灯台から真方位３０４°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４０.４′ 東経１３０°１６.９′） 

事故の概要  漁船漁
りょう

運
うん

丸は、北北西進中、また、漁船恵比須
え び す

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 恵比須丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の破口等を生じ、ま

た、漁運丸は、右舷船首部外板等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 漁運丸、２.６トン 

   ＦＯ３－３１０７３（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.８０ｍ（Lr）×２.５４ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６５kＷ、昭和６０年９月２７日 

   第２９０－３７７８２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 恵比須丸、１.１トン 

   ＦＯ３－３２００２（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.８７ｍ（Lr）×２.１０ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４kＷ、平成３年１０月２日 

   第２９０－５５１０２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月１４日 

    免許証交付日 平成２７年１月２２日 

           （令和２年６月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年１月２９日 

    免許証交付日 平成２８年９月５日 

           （令和４年１月２８日まで有効）   
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板及び船底キールに擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に破口、船尾部に割損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時５５分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、さわら
．．．

一本釣り漁の目的で、平

成３０年１１月２１日０６時３０分ごろ志賀島北西方沖に向けて福岡

市志賀島漁港を出港した。 

Ａ船は、志賀島南西方沖において、船長Ａが操舵室で操縦席に腰を

掛けて手動操舵で操船に当たり、周囲が明るくなってきたので法定灯

火を消灯し、約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

北北西進した。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方数百ｍのところにＢ船及び別の漁船（以

下「Ｃ船」という。）とが、約１５０ｍの間隔で並んでいるのを認

め、両船が共に操業しているものと思い、Ｂ船を左舷方（西方）に、

Ｃ船を右舷方（東方）に見て通航するように両船の間に針路を向け

た。 

船長Ａは、Ｂ船及びＣ船の船首が共に西方（Ｂ船は主に船尾が見え

る状態）を向いているように見えたので、Ｂ船がＡ船の予定進路から

離れ、Ｃ船がＡ船の予定進路に近づくものと思い、Ｃ船の方を注視し

て安全に通過するように航行していたところ、０６時５０分ごろ船首

方から衝撃音が聞こえた。 

船長Ａは、付近に浮いている船長Ｂを認め、Ａ船のプロペラ軸が回

らないので自ら飛び込んで救助しようと考えていたところ、船長Ｂが

近づいて来たＣ船に救助されるのを見た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、すずき
．．．

一本釣り漁の目的で、０

６時２０分ごろ志賀島西方沖に向けて福岡市弘漁港を出港した。 

Ｂ船は、志賀島西方の漁場に着いたところで、Ｃ船の近くで停船

し、船首を北西に向けた状態で、船長Ｂが、右舷船尾部に座り、右舷

方に体を向けて主に左舷側にある魚群探知機の画面を見ながら、Ｂ船

が圧流されないように、ときどき主機を後進運転として約０.３kn 以

下の速力で断続的に後進しながら、漂泊していた。 

Ｂ船は、Ｃ船が東方約１００ｍのところに離れた後、法定灯火を消

灯し、船長Ｂが周囲を見ようと立ち上がったところ、左舷方数ｍのと

ころに接近するＡ船を認め、衝突すると思ったので右舷方に飛び込ん

だ。 

船長Ｂは、Ｃ船に救助され、Ｃ船が弘漁港に入港後、福岡市内の病

院に搬送され、左腸骨骨折と診断された。 



- 3 - 

漁業協同組合支所担当者は、Ｃ船からＢ船が衝突したとの連絡を受

け、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、沈没し、来援した漁船に引き上げられた後、弘漁港にえい
．．

航された。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ｂ船（陸揚げ後） 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、Ｂ船を視認した際、船首の向きからＢ船がＡ船の進路か

ら離れて安全に通過するものと思い、Ｂ船をほとんど見ていなかっ

た。 

船長Ｂは、志賀島漁港から出漁する漁船は沖側を通航するか、避け

るだろうと思い、操業に集中していた。 

Ｂ船は、和船型で、汽笛等の音響設備がなく、乾舷が約０.５ｍで

あった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、志賀島西方沖において、約１１kn の速力で北北西進中、船

長Ａが、Ｂ船とＣ船との間を通航する際に、Ｃ船と安全に通過するよ

うにＣ船の方を注視して航行を続けたことから、Ｂ船と近づいている

こと気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

 船長Ａは、Ｂ船及びＣ船を初認した際、Ｂ船の船首が自船の予定進

路と反対側の左舷方に向いていたことから、Ｂ船が離れるものと思

い、また、Ｃ船の船首がＡ船の予定進路に向いていたことから、Ｃ船

と接近するかもしれないと思い、Ｃ船の方を注視していたものと考え

られる。 

Ａ船は、Ｃ船と安全に通過するようにＢ船の方に近づいて通航した

可能性が考えられる。 

 Ｂ船は、操業を行いながら、船首を北西に向けてときどき０.３kn

以下の速力で断続的に後進して漂泊中、船長Ｂが、接近してくる他船

が避けるものと思い、操業に集中していたことから、衝突の直前まで

Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。  

損傷箇所 
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原因  本事故は、日出前の薄明時、志賀島西方沖において、Ａ船が、約１

１kn の速力で北北西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、Ｂ船とＣ船の間

を通航する際に、Ｃ船と安全に通過するようにＣ船の方を注視して航

行を続けたため、また、船長Ｂが、接近してくる他船が避けるものと

思い、操業に集中していたため、相互に気付かずに、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶の間で間隔の狭いところは、通航を避け、通航しなければな

らない時は、各船舶の動静を継続して確認しながら、安全な距離

を保つこと。 

・漂泊中は、他船が避けるなどの思い込みをせず、早期に避航動作

を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

事故発生場所 

（平成３０年１１月２１日 

 ０６時５０分ごろ発生） 

志賀島漁港 

玄界灘 

福岡県 

佐賀県 

福岡市 

弘漁港 

志賀島 

弘港西防波堤灯台 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 
Ａ船 

福岡湾 

山口県 

Ｂ船 

Ｃ船 

Ｂ船 

Ａ船 

福岡県福岡市 


